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「中国人ビザ拒否・入国拒否裁判」の経過
《提訴及び裁判の経過》

5年半前(2015 年の 11 月)、私たち「村出首相談話の会」や「多<の市民団体」

は、東京で国際シンポジウム「戦争法の廃止を求め、侵略と植民地支配の歴史を

直視し、アジアに平和をつ<る集い」を開催しました。

本件シンポジウムのメイン企画は、中国人細菌戦争被害者の発言でした。とこ

ろが日本の外務省によって、中国の細菌戦争被害者と支援者 12名 は、来日直前

に理由も告げられずにビザ発給を拒否され、日本への入国ができませんでした。

本件ピザ発給拒否は、本件集会の名称に「戦争法の廃止を求め」との文言があ

るのを口実に、当時の安倍首相が忌み嫌う「中国の細菌戦争被害者が細菌戦の悲

惨な被害事実を訴える機会」を封じる事を狙ったもので、日本国憲法 21 条が保

障する「集会の自由」 を侵害する憲法違反の暴挙です。

2016 年 3 月 、集会呼びかけ代表の田中宏 (―橋大学名誉教授)、 高嶋伸欣(琉

球大学名誉教授)、藤田高景(村山首相談話の会)と中国人の計 6名が原告となつ

て、ビザ発綸拒否で憲法 21 条が保障する「集会の自由」を侵害した日本国の責任

を追及するため国家賠償請求の裁判を東京地裁に提訴しました。

この裁判では、日本政府の不法・不当なビザ発給拒否という国家権力の乱用に

より、中国人細菌戦争被害者が一人も入国できなくなったため、中国の戦争犠牲

者との間で充実した意見交換を行なう事が妨害され、私たちが「集会の自由」を

侵害されるという重大な被害を受けたことを主張しました。

私達は、不当な東京地裁―審判決（2020 年 1 月 30 日) の誤りをただすため東

京高裁に控訴して闘ってきました。途中、コロナで何回も裁判が中断になつたり

しましたが、3月 17 日 (水)16 時に東京高裁の判決が言い渡される次第です。

本裁判は、外国人の入国拒否の問題を正面から扱う、戦後の日本では前例のない

初めての裁判であり、極めて重要な意義を持つ裁判と言えます。
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安倍政権に忖度し行政が歪められた疑い…

「ビザ発給拒否・中国人入国拒否裁判」17日

に高裁判決
3/17(水) 9:06配信

2015年、国会前で行われた安保法制反対デモ（Ｃ）日刊ゲンダイ

国会では菅首相の長男が勤務する「東北新社」やNTTと総務省幹部をめぐる接待問題が議

論になっているが、安倍・菅政権によって行政が歪められた疑いがあるケースはこれだけで

はない。

17日、東京高裁で判決が出る裁判も同じ。アジアの平和を考える市民集会に招かれた中国人

に対し、日本政府・外務省がビザ（入国査証）を発給しなかった「ビザ発給拒否・中国人入

国拒否裁判」のことだ。



裁判の経緯はこうだ。「村山首相談話の会」などの実行委が2015年11月に「戦争法の廃

止を求め、侵略と植民地支配の歴史を直視し、アジアに平和をつくる集い」という国際シン

ポジウムを開催。シンポでは、日本の侵略戦争や植民地支配の歴史などについて日本や中国、

韓国の市民が議論をする予定だったものの、過去にビザが発給されていた４人を含む中国人

12人に対してビザが発給されず、シンポに出席も証言もできなかった。

このため、主催した市民団体の代表らが原告となり、16年３月、「日本政府によるビザ発

給拒否は、憲法21条が保障する集会の自由の侵害に当たる」などとして、国に660万円の損

害賠償を求めて東京地裁に提訴。20年１月、地裁は「ビザの発給は国の裁量に委ねられてお

り、違法ではない」と請求を棄却したため、原告側が控訴していた。

■戦争法への反対訴えるシンポ出席者のビザ発給拒否か

日本政府はなぜ、ビザ発給を拒否したのか。極めて異例の措置となった謎を探るヒントはシ

ンポのチラシ＜集いへの参加のお願い＞の文言だ。

＜アジアの戦争被害者は、安倍政権の歴史修正主義のエスカレートと戦争法制定等の動きに

非常な危機感を持っています＞

＜韓国・中国の日本による植民地支配と侵略戦争の被害者と日本で安倍政権の戦争法に反対

する市民が一堂に集まり連帯と交流の場を持ちます。この連帯・交流の集いは、戦争に突き

進む安倍政権への反撃の第一歩です＞

当時の安倍政権は、シンポ開催３カ月前の15年９月に集団的自衛権の行使を容認する安保

法制（戦争法）を参院で強行採決している。このため、原告側は、日本政府・外務省が安倍

政権に忖度し、戦争法に反対を訴えるシンポ出席者のビザ発給を拒否したのではないかとみ

ている。

原告の１人である「村山首相談話の会」の藤田高景理事長はこう言う。

「我々は政府に対して、何でもかんでもビザを発給するべきと主張しているわけではあり

ません。しかし、今回のケースはあまりに酷い判断で、権力の乱用そのものと言わざるを得

ません」

原告側は判決公判後の午後４時45分から、東京地裁の司法記者クラブで会見を予定してい

る。


